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Ⅰ．はじめに

（1）研究の目的

19世紀後半，西欧列強はアジアにおける覇

権を強め，勢力圏拡大を競いながら東南アジ

アの各港に植民地都市を建設していた。そこ

では，すでに禁止されていた黒人奴隷に代わ

る労働力が必要とされ，人やモノが海を越え

国境を越えて移動していた。1866（慶応 2）

年の日本の開国は，そうした国際情勢のなか

で起きた出来事であったと言える。明治以降

の日本では，海外移民や北海道への開拓移民

等，人口の国際移動と国内移動の双方がみら

れた。1868（明治元）年には，ハワイ，グア

ム等への日本人の集団による契約移民が始

まっている1）。1868 （明治元） 年から1941 （昭
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和16） 年までの74年間における日本からの海

外移住者数は約77万 6千人にのぼる2）。

海外渡航をめぐって個人と国家を関係づけ

ているものの一つに「外国旅券」がある。16

世紀から17世紀にかけてのヨーロッパにおい

て，人の国家間移動のために必要な書類とし

て誕生したと言われる「旅券」は，人の移動

を「監視」し，出国を「規制」するという目

的で作られた3）。この「旅券」によって，

人々は移動に対する国家の規制を受けると同

時に，海外へ渡航する自由を得ている。日本

においても，幕末の「海外渡航差許布告」4）

（1866年） 以来，その名称は変化しつつも，

「外国旅券」が存在している。

本稿は，長崎県の旅券下付記録である「旅

券下
か

附
ふ

伺
うかがい

 」を用いて極東ロシア5）への日本人

移民の渡航過程の一端を明らかにすることを

目的とする。本稿で取り上げる移民6）は，主

に明治期に極東ロシアへ渡航した日本人であ

る。極東ロシアへの日本人の移住に関する問

題は，移民の出身地における状況，日本から

極東ロシアへの渡航過程，渡航後の極東ロシ

アにおける定住過程という 3つの段階に整理

できる。本稿では，このうち 2段階目にあた

る渡航過程に関して，日本人がいつ，どのよ

うな目的で，どこを目指して渡航したのかに

ついて明らかにしていく。極東ロシアへ渡航
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した日本人の出身地は九州地方に偏っており， 

なかでも長崎県が最多である7）。そこで，日

本人の極東ロシアへの渡航過程について，長

崎県の旅券下付記録をもとに分析を試みる。

本稿では，まず極東ロシアの日本人移民に

関する時期区分を行い，それに基づいて極東

ロシアにおける日本人移民の状況を概観し，

続いて，「旅券下附伺」に記載されている極

東ロシアへの日本人の渡航者数，渡航先，渡

航目的等の情報を集計したデータをもとに日

本人移民の渡航状況を分析する。

（2）先行研究

第二次世界大戦前の日本人海外移民に関す

る研究は，地理学，歴史学，社会学，文化人

類学等，様々な分野で行われてきた。ただ，

ハワイや南米など南方における日本人移民を

対象としたものに比べ，ロシアなど北方地域

の日本人移民に関する研究は少ない。極東ロ

シアの日本人移民に関する近年の代表的研究

としては，極東ロシアの中国人，朝鮮人，日

本人移民の比較を行った I.R. サヴェリエフの

研究が挙げられる8）。また，極東ロシアの日

本人売春婦に関する研究も行われている9）。

極東ロシアの日本人移民に関する先行研究

は，渡航後の日本人移民の定住過程に関する

ものが多く，移民の出身地に関する研究は一

部行われている10）ものの，渡航過程に関す

る研究はほとんどみられない。そのため，一

次資料に基づいた渡航過程の分析が必要であ

ると思われる。

（3）分析資料

本稿で用いた資料は，1906 （明治39） 年に

長崎県外事課によって作成された旅券下付記

録「旅券下附伺」である。この「旅券下附伺」

は，長崎県における旅券下付状況を中央政府

へ報告するために作成された資料と考えられ

る。同年に，同じく長崎県外事課によって

「外国旅券返納紛失届に関する書類」，「各府

県ヨリ外国旅券不下付人名通知ニ関スル書

類」という旅券関係記録が作成されている

が，この年以外の旅券関係記録は見つかって

おらず11），1906 （明治39） 年に限ってこれら

の旅券関係記録が作成された可能性が高い。

また，他県において，同様の記録は今のとこ

ろ見つかっていない。そのため，どのような

経緯と意図をもって長崎県外事課がこれらの

旅券関係記録を作成したのかについては，さ

らに調査が必要である。「旅券下附伺」には， 

1906（明治39）年の 1年間に長崎県において

旅券を下付された約 2千人の氏名，渡航先，

渡航目的が記されている。以下では，「旅券

下附伺」に記載されているこれらの旅券下付

者の情報から，長崎県から極東ロシアへの旅

券下付者数と渡航先，渡航目的について，と

くに女性に注目して分析を試みた。

Ⅱ．極東ロシアの日本人移民

現在のロシア沿海地方12）が正式にロシア

領に編入されたのは 19 世紀以降のことであ

り13），それ以前のロシア沿海州は，原住民や清

国人等の様々な民族が共存する地域であった。 

当時，イギリスをはじめとする西欧列強は，

海を越えた進出によって東南アジア，清国に

おける影響力を強めており，ロシアはそうし

た西欧列強の極東地域への進出を懸念してい

た。ロシアは太平洋への出口としての沿海州

への進出と極東地域に対するロシア領有を主

張するため，極東開発に着手した。19世紀後

半からロシアによる開発が始まった極東ロシ

ア地域における最大の問題は，絶対的な労働

力不足であった。ロシア政府は，ロシア国内

で極東ロシア地域への農業移民政策を実施す

るが，ロシア中央からの地理的遠隔性や国内

移住の困難さによる慢性的な労働力不足に悩

まされていた14）。そのため，ロシア政府は国

内からの農業移民に加え，清国，朝鮮など近

隣諸国からの移民受入政策を行っている15）。

日本人移民が最初に極東ロシアに現れたの
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は，幕末の 1860 年代であったと言われてい

る16）。1864 （元治元 ）年，ロシア政府から幕

府に対し移民募集の依頼があり，それに応じ

て1866 （慶応 2） 年，幕府はロシア領事から

要望されていたシベリア開発の移民募集につ

いて，それまでの不許可の方針を検討対象に

変更した17）。そして，シベリア鉄道敷設工事

が1891年に開始されると，日本からの建設関

係労働者の出稼ぎ移民が増加し，鉄道建設等

の集団による契約移民も数回にわたり渡航し

た18）。

極東ロシアの日本人移民の状況を概観し，

その動向を特徴づけるため，極東ロシアの日

本人移民をめぐる時期区分を設定した。時期

区分に当たっては，日露戦争 （1904－1905年）

とロシア革命 （1917年） の二つの出来事に注

目し，以下のように区分した。

 第一期：幕末の開国期から日露戦争まで

（1866～1904年）

 第二期：日露戦争後からロシア革命まで

（1905～1917年）

 第三期：ロシア革命後から日本人の引き揚

げまで（1918～1930年代）

極東ロシアにおける日本人移民の歴史は，

幕末の開国期に始まり，日露戦争，ロシア革

命を経てシベリア出兵日本軍の沿海州からの

撤退とその後の日本人引き揚げの時期まで半

世紀以上にわたっている。ロシアに渡航後の

日本人は，極東ロシアの諸都市に同業者集団

から成る「日本居留民会19）」を組織し，日本

人社会を形成していた。極東ロシアに 3か月

以上滞在する日本人は，この「日本居留民

会」の会員になる義務を負っていた20）。ま

た，ロシアで日本人が最も多く在留していた

ウラジオストクには，西本願寺や日本人小学

校が存在しており，それらは日本人社会の中

心的役割を果たしていたと思われる21）。極東

ロシアの日本人移民は，全体的に男女比がほ

ぼ同等，あるいは女性が男性より多い傾向に

あることが特徴的である。在留日本人数は日

露戦争直後の1906年頃とシベリア出兵時の

1920年前後がピークとなっている（図 1）。

当時，ロシアに 6か月以上滞在する日本人

は，日本の旅券に基づいてロシアの地方行政

府から発行される「居住券（билет）」を取

得する必要があった22）。
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図 1　 極東ロシアの日本人数の推移
資料：外交史料7.1.5.4「海外在留本邦人職業別人口調査一件」第 1～ 9巻により作成。
注：1890-1892年，1896年，1898年，1903-1905年，1911年のデータが欠如しているため，
図中の統計年は等間隔ではない。
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時期区分の第一期にあたる1895年から1896

年にかけてウラジオストク及びブラゴヴェシ

チェンスクにおいて「居住券」を取得した日本

人 153 人の年齢構成をみると，男女とも20代

が最多であり，とくに10～20代は女性が多く， 

30～40代は男性が多数を占めている（図 2）。

極東ロシアの日本人の平均年齢は，男性に比

べ女性の方が低いことが分かる。

19世紀後半から20世紀初頭の極東ロシアに

は，原住民のほかロシア人，清国人，朝鮮

人，日本人，西欧人が在住していた。1897年

の第1回全ロシア国勢調査によれば，極東ロ

シアの全人口43万人の内訳は清国人約 4万 3

千人，朝鮮人約 2万 6千人，そして日本人約

2,300人であり，その他はロシア人，原住民， 

西欧人であった（表 1）。ただし，アジア人移

民の中には季節労働者が多かったにもかかわ

らず，彼らは統計には表れておらず，夏期の

季節労働者を含めたアジア人移民数はロシア

人の数に匹敵する23）。ロシア政府による極東

ロシアへのロシア人移民政策だけでは労働力

不足が解決できず，極東ロシアにおける清国

人，朝鮮人，日本人移民は，ウラジオストク

をはじめとする極東ロシア開拓及び都市建設

のために不可欠な存在となっていた。極東ロ

シアにおいて，清国人，朝鮮人に比べ日本人

は少なかったものの，商業分野においては比

較的日本人に参入の余地があった24）。1903年

当時，ウラジオストクには日本人商店が58軒

あった25）が，1904年の日露開戦により，極

東ロシアの日本人移民の大部分は引き揚げて

いる26）。

第二期は，日露戦争後の日本国内の経済不

況等により，日本人の海外移民が一時的に急

増した時期であった。日露戦争により極東ロ

シアから引き揚げた移民の再渡航や，いわゆ

る「一旗組み」も増加した。日露戦争後，ロシ

アの地方行政は，極東ロシアにおける日本人

の経済活動については好意的でありながら

も，他方では，極東ロシアの日本人移民の大

部分が祖国のための諜報活動に携わっている

か，あるいは携わる可能性があるとして警戒

するようになっていた一面もうかがえる27）。

ロシアの日本人移民は，概ねイルクーツク

以東の諸都市に在留しており，1906年の極東

ロシア在留日本人総計 4,692 人のうち70％以

上が極東ロシア最大の都市ウラジオストクに

在住していた（表 2，図 3）。1906年の極東ロ

シアの日本人の男女比は，ウラジオストクで

は男性の割合が高くなっているものの，ウラ

表 1　　極東ロシアの人口構成
（人）

年 全人口
アジア人

清国人 朝鮮人 日本人 合計

1860 70,000 11,370 ― ― ―

1870 ― 12,297 3,321 50 15,668 

1880 140,000 17,128 8,768 271 26,167 

1890 716,000 28,276 12,856 603 41,735 

1897 430,000 42,823 26,100 2,291 71,214 

1911 855,000 94,124 38,293 4,500 136,917 

1912 937,000 91,300 60,800 4,200 156,300 

1916 1,509,200 78,100 60,300 4,900 143,300 

1917 1,087,600 ― 45,718 5,001 ―

1926 1,281,000 20,000 132,997 657 153,654 

資料：I.R. サヴェリエフ『移民と国家』205頁，
　　　所収の表より引用（一部改変）。
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図 2　ウラジオストク及びブラゴヴェシチェンスクに
　　　おける「居住券」取得日本人数（1895.5－1896.9）

資料：РГИА ДВ.Ф.1.Оп.1.Д.1488（ロシア国立
　　　極東歴史公文書館所蔵）により作成。



20─　　─

傾向にある。外務省記録28）によると，極東

ロシアの日本人の職業は，男性は「雑業」，

「雑貨商」，「大工」，「貸席」，「洗濯業」が多

く，女性は「貸席」，「雑業」，「奉公人」，「雑

貨商」が多くなっている（表 3）。男女ともに

高い割合を示している「貸席」は，「貸座敷」

とも呼ばれ，日本国内では公娼の売春宿を指

していた。「貸席」には，売春宿の経営者及

びそこに雇われた売春婦が含まれるものと考

えられる。女性の「貸席」は，全体の50％近

くを占め，極東ロシアには日本人海外売春

婦，いわゆる「からゆきさん29）」が多かった

ことを示している。当時， 日本人海外売春婦

は世界各地でみられ，日本の社会問題の一つ

となっていた。極東ロシアにおける日本人売

春婦の存在は，当該地域における日本人移民

の歴史の初期段階から見受けられ，日露戦争

後やシベリア出兵後に急増している30）。1906

ジオストクを除くほとんどの都市において，

女性の割合がほぼ同等あるいは男性より高い

表 2　極東ロシアの都市別日本人数（1906年）

都市名 戸数 男性 女性 合計 ％

ウラジオストク 221 2,266 1,064 3,330 71.0 

ニ コ リ ス ク 57 154 183 337 7.2 

ハバロフスク 49 141 191 332 7.1 

ブラゴヴェシチェンスク 40 113 153 266 5.7 

ニコラエフスク 22 95 92 187 4.0 

チ タ 13 34 45 79 1.7 

ノヴォキエフスク 6 27 21 48 1.0 

イ マ ン 3 13 25 38 0.8 

スレチェンスク 4 13 13 26 0.6 

ス パ ス ク 3 10 14 24 0.5 

アレクサンドロフス
ク・サハリンスキー 2 14 1 15 0.3 

イルクーツク － 10 0 10 0.2 

合計 420 2,890 1,802 4,692 100  

資料：外交史料7.1.5.4「海外在留本邦人職業別人口
　　　調査一件」第 5巻により作成。
注 1：イルクーツクは「約10人」とされている。
注 2：地名は当時のものを使用している。

表 3　極東ロシア在留日本人の職業別人口（1906年）

職　業
男性 女性

人 ％ 人 ％

雑 業 937 32.4 316 17.5 

雑 貨 商 480 16.6 92 5.1 

大 工 255 8.8 44 2.4 

貸 席 241 8.3 860 47.7 

洗 濯 業 222 7.7 86 4.8 

理 髪 職 113 3.9 28 1.6 

奉 公 人 110 3.8 140 7.8 

旅 館 98 3.4 19 1.1 

時 計 職 77 2.7 10 0.6 

医 師 46 1.6 20 1.1 

漁 業 45 1.6 3 0.2 

写 真 職 42 1.5 8 0.4 

官 吏 6 0.2 3 0.2 

そ の 他 208 7.2 173 9.6 

不 明 10 0.3 0 0.0 

合 計 2,890 100.0 1,802 100.0 

資料：外交史料7.1.5.4「海外在留本邦人職業別人口
　　　調査一件」第 5巻により作成。
注：チタの「貸席」は「料理店」を含む。
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図 3　明治期の極東ロシアにおける日本人の主
　　　な在留地

資料：外交史料7.1.5.4「海外在留本邦人職業別人口
調査一件」をもとに作成。

注：地名は当時のものを使用し，国境線は現在のも

のを用いている。
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年のウラジオストクには貸座敷が35軒，そこ

に従事する日本人売春婦が約400人存在して

いた31）。「奉公人」に属し，ロシア人家庭に雇

われた「子守」や「家政婦」としての日本人

女性は，真面目さと几帳面さで評判が高かっ

たと言われている32）。本稿の分析資料である

「旅券下附伺」は，この第二期にあたる1906

年の日本人移民の渡航状況を記録している。

第三期の1917年以降，ロシア革命の波が極

東ロシアへも押し寄せ，極東ロシアの日本人

移民の社会状況にも影響を与えた。「貸席」に

ついて言えば，ロシア革命によってロシア国

内の法制度が改正され，売春に関する規制が

強化された33）。その一方で，シベリア出兵を

機に「からゆきさん」は日本軍の管理下に置

かれ，シベリア干渉軍に利用される状況が生

まれた34）。 1922年のシベリア出兵日本軍の

ウラジオストクからの撤退と，在ウラジオス

トク日本総領事館の閉鎖に伴い，次第に日本

人移民も引き揚げている。ただ，1922年以降

も極東ロシアの日本人移民は少なからず存在

しており，ウラジオストクには600～700人前

後の日本人が在留していた35）。

現在のウラジオストクには，当時の旧日本

人街の面影を残す建物や日本人商店跡，娼館

跡と思われる建物が残されており，ハバロフ

スクには日本人が経営していたホテルの建物

等が残されている。

Ⅲ．「旅券下附伺」にみる日本人移民の渡航

　　状況

（1）長崎県からの旅券下付者の渡航先

1906（明治39）年の長崎県における旅券下

付者数は 2,021人である（表 4）。ただし，当

表 4　　長崎県からの渡航先別旅券下付数（1906年）

渡航先
男性 女性

不明（人）
合計

人 ％ 人 ％ 人 ％

ロ シ ア 925 73.2 483 64.5 5 1,413 69.9 

ハ ワ イ 136 10.8 11 1.5 0 147 7.3 

清 国 43 3.4 91 12.1 0 134 6.6 

英 領 マ レ ー 29 2.3 42 5.6 0 71 3.5 

蘭 領 東 イ ン ド 17 1.3 31 4.1 0 48 2.4 

アメリカ合衆国（北米） 32 2.5 10 1.3 0 42 2.1 

英 領 香 港 16 1.3 21 2.8 0 37 1.8 

米 領 マ ニ ラ 13 1.0 19 2.5 0 32 1.6 

仏 領 イ ン ド シ ナ 16 1.3 12 1.6 0 28 1.4 

英 領 イ ン ド 5 0.4 5 0.7 0 10 0.5 

英 領 カ ナ ダ 6 0.5 1 0.1 0 7 0.3 

米 領 マ レ ー 4 0.3 2 0.3 0 6 0.3 

タ イ 2 0.2 3 0.4 0 5 0.2 

満 州 1 0.1 4 0.5 0 5 0.2 

オーストラリア（木曜島） 3 0.2 2 0.3 0 5 0.2 

南米（ブラジル，ボリビア） 0 0.0 3 0.4 0 3 0.1 

イ ギ リ ス 2 0.2 1 0.1 0 3 0.1 

ド イ ツ 0 0.0 1 0.1 0 1 0.0 

ア フ リ カ 0 0.0 1 0.1 0 1 0.0 

複 数 国 ・ 地 域 10 0.8 2 0.3 4 16 0.8 

不 明 3 0.2 4 0.5 0 7 0.3 

合 計 1,263 100.0 749 100.0 9 2,021 100.0 

資料：「旅券下附伺　明治39年」により作成。



22─　　─

時の海外渡航者の全てが旅券下付申請を行っ

ているわけではなく，従って「旅券下附伺」

に必ずしも海外渡航者の全てが記録されてい

るわけではない。なぜなら，1878 （明治11）

年の「海外旅券規則 36）」制定以降，渡航先で

旅券下付申請を行うことにより渡航の際の旅

券携帯が義務付けられなくなった。また，

1901 （明治34） 年以降の朝鮮・清国への旅券

下付者数については「長崎県統計書」にもほ

とんど記載されていない37）。さらに，当時の

海外渡航に際し，ロシア行きに限らず密航が

頻繁に行われていたことが分かる。長崎県内

の密航検挙者数をみると，1901年の密航検挙

者の密航先はウラジオストクが最も多く117

人にのぼっている（表 5）。つまり，「旅券下

附伺」にみる旅券下付者数がそのまま1906年

の海外渡航者数を表しているわけではない。

「旅券下附伺」にみる旅券下付者の渡航先

は，ロシアが1,413人と最も多く，全体の約

70％を占め男性の約73％，女性の約65％がロ

シアへの旅券下付者である38）（表 4）。ロシ

アに次ぐ渡航先は，ハワイ，清国の順となる

が，その割合はいずれも10％未満である。

男女それぞれの渡航先には，ある傾向がみ

られる。男性の旅券下付者の渡航先は，ロシ

ア，ハワイ，アメリカ合衆国（北米）の 3地域

で全体の約87％を占める。一方，女性の旅券

下付者の渡航先は，ロシア，清国，英領マレー

の 3地域で全体の約82％を占める。男女とも

に最大の渡航先であるロシアについてみると， 

その男女比は男性約66％，女性約34％であ

る。全体で 2番目に多い渡航先であるハワイ

への旅券下付者は，男性147人に対し女性は

わずか11人にすぎず，ハワイへの旅券下付者

は男性が大半を占めていることが分かる。ま

た，アメリカ合衆国 （北米）についても，男

性32人に対し女性10人であり，男性が多く

なっている。清国への旅券下付者は女性91人

に対し男性43人であり，女性が多くなってい

る。英領マレー，蘭領東インド，英領香港，

米領マニラ等，東南アジアの欧米植民地への

旅券下付者についても女性が多い傾向にあ

る。明治・大正期の外国における女性の労働

は，男性より職業選択の余地が少なかったこ

とは想像に難くない。それにもかかわらず，

上述のように長崎県からの日本人の渡航先に

は，男性より女性の割合が高い国や地域がみ

られた。女性の割合が高いこれらの渡航先

は，当時，日本の社会問題の一つとなってい

た日本人海外売春婦との関連を想起させる。

女性の割合が高い渡航先である極東ロシア，

中国，東南アジアの欧米植民地等は，「から

ゆきさん」の存在がこれまでにもしばしば語

られてきた地域と重なっている。

「旅券下附伺」によると，長崎県からロシ

アへの都市別渡航先は，バイカル湖以東のシ

ベリア及び極東ロシアに偏っており，なかで

もウラジオストクが最も多く，全体の約87％

を占めている（表 6）。ウラジオストクへの

旅券下付者の男女比は，男性68％，女性32％

表 5  長崎県からの密航検挙者数（1900・1901年）
（人）

密航未遂者の目的地 1900年 1901年

香 港 111 47 

ウ ラ ジ オ ス ト ク 48 117 

旅 順 33 68 

シ ン ガ ポ ー ル 12 19 

朝 鮮 5 16 

上 海 4 4 

サ イ ゴ ン 3 0 

ピ ナ ン 3 3 

ア メ リ カ 0 6 

オ ー ス ト ラ リ ア 0 6 

オ ラ ン ダ 0 3 

清 国 0 2 

マ ニ ラ 0 14 

そ の 他 1 0 

合 計 220 305 

資料：「長崎県統計書」明治33・34年により作成。
注：目的地の国名・地名の表記は引用元資料に基づく。
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となっている。ウラジオストクに次ぐ渡航先

であるハバロフスク，ニコリスク，ニコラエ

フスクへの旅券下付者の男女比は，女性が男

性とほぼ同数あるいは女性の方が比較的多い

傾向にある。ロシアへの渡航者に女性が多い

理由は，表 3で見たように，渡航後の女性の

最大の職業が「貸席」であったことが要因の

ひとつであると考えることができる。しか

し，先にも述べたように日露戦争後の1906年

は，「一旗組み」と呼ばれる商業関係者，つ

まり男性の渡航者が一時的に増加した時期

（図1）であり，とくに商業の中心地であった

ウラジオストクにおいて男性の割合が高く

なっている。そのため，図 1に見るように，

全体として男性と女性の割合が同等である明

治期の極東ロシアの日本人移民の特徴を，

1906年のデータのみから論じることは困難で

ある。比較可能な他年の一次資料の調査につ

いては今後の課題としたい。

（2）長崎県からの旅券下付者の渡航目的

なぜ長崎県の旅券下付者にはロシアへの渡

航者が多かったのか。その理由を，「旅券下

附伺」に記載された渡航目的から分析する。

ロシアへの旅券下付者の渡航目的は，男性の

約53％，女性の約52％が「移民 39）」と記され

ており，男女ともに「移民」が最大となって

いる（表 7・8）。ここで言う渡航目的として

の「移民」とは，「移民保護規則」 （1894年）

及び「移民保護法」 （1896年） により法的に

規定された「移民」を指す。「移民保護規則」

によれば，「移民と称するは労働を目的とし

て外国に渡航する者」40）とされ，「移民」に

含まれる労働項目が「耕作，漁業，鉱業，土

表 6　長崎県からロシアへの都市別旅券下付数（1906年）

渡航先
男性 女性

不明（人）
合計

人 ％ 人 ％ 人 ％

ウ ラ ジ オ ス ト ク 842 90.7 395 81.8 1 1,238 87.4 

ハ バ ロ フ ス ク 39 4.2 52 10.8 0 91 6.4 

ニ コ リ ス ク 13 1.4 16 3.3 0 29 2.0 

ニ コ ラ エ フ ス ク 11 1.2 11 2.3 4 26 1.8 

ブラゴヴェシチェンスク 8 0.9 5 1.0 0 13 0.9 

チ タ 4 0.4 0 0.0 0 4 0.3 

イ マ ン 2 0.2 0 0.0 0 2 0.1 

イ ル ク ー ツ ク 1 0.1 1 0.2 0 2 0.1 

ト ム ス ク 0 0.0 1 0.2 0 1 0.1 

ノ ヴ ォ キ エ フ ス ク 1 0.1 0 0.0 0 1 0.1 

ペ テ ル ブ ル ク 0 0.0 1 0.2 0 1 0.1 

シ ベ リ ア 0 0.0 1 0.2 0 1 0.1 

ロシアを含む複数国・都市 6 0.6 0 0.0 0 6 0.4 

不 明 1 0.1 0 0.0 0 1 0.1 

ロ シ ア 合 計 928 100.0 483 100.0 5 1,416 100.0 

資料：「旅券下附伺　明治39年」により作成。
注：表 4のロシアへの渡航者の合計が表 6のロシアへの渡航者の合計よりも 3人少なく表示されている理由は，
表 6の「ロシアを含む複数国・都市」の合計「6」人の内訳がロシア国内の複数都市への渡航者 3人，ロシ
アを含む複数国への渡航者 3人であり，表 4の「複数国・地域」の合計「16」人の中に「ロシアを含む複数
国・都市」の 3人が含まれているためである。
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木，建築，運送其他各種の製造業に従事し労

力を供する者。炊事，給仕等の為め家事に使

役せらるる者」と定められている。その改正

法にあたる「移民保護法」では，「移民と称

するは，労働に従事するの目的をもって外国

に渡航する者及びその家族にして之と同行し

又はその所在地に渡航する者」41）とされ，そ

の労働項目は，「耕作，栽培，牧畜，漁業，

鉱業，製造，土木，運搬，建築等に従事し労

力を供する者。炊事，洗濯，裁縫，給仕，看

病等の為め家事に使役せらるる者」と改定さ

れた。これらの法律によれば，商社員や商業

関係者などは，法的意味での「移民」とは区

別されていた。また，労働目的でなくとも

「移民」の家族であれば，渡航の際に「移民」

と称することが可能であった。「旅券下附伺」

表 7　長崎県から極東ロシアへの旅券下付者の
渡航目的（男性，1906年）

目　　的
男　性

人 ％

移 民 491 53.1 

商 業 149 16.1 

商 業 視 察 ・ 商 況 視 察 37 4.0 

家 族・ 親 戚 と 同 行 26 2.8 

写 真 業 23 2.5 

漁 業 18 1.9 

漁 業 18 1.9 

雑 貨 商 14 1.5 

医業・医術開業・助手等・医業視察 14 1.5 

古 物 商 8 0.9 

商 業 手 伝 7 0.8 

旅 館 業 7 0.8 

薬 局 主 6 0.6 

時 計 商 6 0.6 

学 術 研 究・露 語 研 究・修 学 6 0.6 

家 族 ・ 親 戚 の 許 5 0.5 

火 夫 5 0.5 

家 財 整 理 4 0.4 

貸 金 請 求 ・ 金 銭 取 引 4 0.4 

商 用 4 0.4 

従来住人にして雇主と同行 3 0.3 

洋 服・ 呉 服・ 反 物 商 3 0.3 

鍼 灸 業 3 0.3 

会 社 員 ・ 商 社 員 3 0.3 

家 事 手 伝 2 0.2 

青 物 商 2 0.2 

売 込 商 ・ 営 業 2 0.2 

材 木 商 2 0.2 

通 訳 2 0.2 

面 会 1 0.1 

果 物 商 1 0.1 

米 穀 商 1 0.1 

硝 子 製 造 販 売 1 0.1 

陶 器 商 1 0.1 

植 木 商 1 0.1 

ラ ム ネ 機 械 販 売 1 0.1 

銀 行 員 1 0.1 

布 教 1 0.1 

船 商 業 1 0.1 

見 送 り 1 0.1 

そ の 他 7 0.8 

不 明 33 3.6 

合 計 925 100.0 

資料：「旅券下附伺　明治39年」により作成。

表 8　長崎県から極東ロシアへの旅券下付者の
渡航目的（女性，1906年）

目　　的
女　性

人 ％

移 民 253 52.4 

家 族 ・ 親 戚 と 同 行 68 14.1 

家 族 ・ 親 戚 の 許 46 9.5 

内 縁 の 夫 の 許 37 7.7 

従来住人にして雇主と同行 18 3.7 

商 業 16 3.3 

家 事 手 伝 9 1.9 

家 財 整 理 6 1.2 

内 縁 の 夫 と 同 行 5 1.0 

商 業 手 伝 4 0.8 

雇 主 と 同 行 4 0.8 

貸 金 請 求 ・ 金 銭 取 引 2 0.4 

小 間 物 商 2 0.4 

商 業 視 察 ・ 商 況 視 察 1 0.2 

商 店 人 ・ 商 店 員 1 0.2 

薬 局 主 1 0.2 

面 会 1 0.2 

産 婆 業 1 0.2 

下 女 1 0.2 

そ の 他 1 0.2 

不 明 6 1.2 

合 計 483 100.0 

資料：「旅券下附伺　明治39年」により作成。
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からは，渡航目的としての「移民」の職業内

訳まで知ることはできないが，渡航後の現地

の職業別人口調査と比較することにより，あ

る程度推測できる。表 3によれば，極東ロシ

アには農業に従事した者はいなかった。その

ため，男性の「移民」は，土木・建設関係等

の「労役」に従事する目的で旅券下付申請を

行っていた者が多かったと考えられる。一

方，女性の「移民」は男性のような「労役」

ではなく，「家事手伝」もしくは「移民の家

族」として旅券下付申請を行っていたものと

考えられる。

「移民」以外の渡航目的では，男性の場合， 

商業関係が多く，商業・小売業関係は全体の

約27％を占める。また，学術研究やロシア語

学習などの修学目的が 6人おり，当時，ロシ

アへの留学が行われていたことが分かる。男

性の渡航目的の種類には女性と比較して 2倍

近い項目があり，男性は女性よりも多様な目

的で渡航していたことが分かる。女性の渡航

目的をみると，「家族・親戚・内縁の夫と同

行」及び「家族・親戚・内縁の夫の許」が全

体の約33％を占め，先の「移民」と合わせる

と，これら 3項目で全体の約85％になる。前

述したように，女性の渡航目的としての「移

民」は，「家事手伝」や「移民」の家族とし

ての渡航目的であった。しかし，表 3で見た

ように，実際には日本人移民女性の大半が，

渡航先の極東ロシアにおいて職業を有してお

り，その最大の職業は「貸席」であった。そ

れにもかかわらず，「貸席」は「旅券下附伺」

にみる女性の旅券下付者の渡航目的には表れ

ていない。その理由として，次の二つの可能

性が考えられる。一つは，旅券及び海外渡航

に関する法制度により，「移民」及びそれ以

外の女性の渡航目的のなかに「売春」目的の

渡航が包括されてしまう状況が生み出されて

いた可能性である。1893 （明治26） 年の「婦

女を誘惑し海外に渡航するの途を杜絶せし

む」（外務省訓令第一号）42）は，当時，社会

問題になっていた売春目的の海外渡航を禁止

した。そのため，渡航後の極東ロシアにおい

て「貸席」に従事していた日本人女性は，売

春を目的とする海外渡航が法的に禁止されて

いることは事前に認識しており，「貸席」目

的の渡航でありながら，それ以外の目的で旅

券申請を行っていた可能性が考えられる。も

う一つは，渡航後の極東ロシアで売春に従事

していた女性は，渡航前には「売春目的」で

はなく他の目的を有していたにもかかわら

ず，渡航後に「貸席」に従事する状況が生じ

た可能性が考えられる。在ウラジオストク日

本総領事館の外務省記録「浦塩斯徳渡航者取

締雑件」によると，「当館管内に渡航する婦

女子中には家事手助下女奉公等を口実として

初より醜業を目的とし渡航するもの有。之又

最初は正業を目的とし渡航せしものと雖一度

当地方に入るときは収入の多きと周囲の誘惑

の甚敷に依り不良なることの知りなから不知

不識の間陥落の淵に陥るもの多数有。」43）と

あり，渡航時において「貸席」という「醜業」

目的を有していたか否かは，そのどちらの

ケースも存在していたと考えられる。いずれ

にしても，このような旅券申請時の渡航目的

と渡航後の実際の職業との間に差異が生じて

いる要因については，今後の調査が必要であ

る。また，「多くは自己の欲望に出づるに非

ず又貪苦の余り父兄の為に身を売るに非ず全

く彼の周旋人等が徒手巨利を射んとして欺計

奸策以て智慮浅薄なる幼者を誘拐するに由る

ものにして」44）とあり，彼女たちの多くが，

個人ではなく女衒と呼ばれる周旋人の仲介に

よって渡航していたことも，彼女たちの渡航

後の職業と関係していると考えられる。

Ⅳ．むすびにかえて

本稿は，長崎県「旅券下附伺」をもとに，

極東ロシアの日本人移民の最大の出身地で

あった長崎県から，海外移民はいつ，どのよ

うな目的で，どこを目指して渡航していたの



26─　　─

かについて明らかにすることを目的とした。

「旅券下附伺」は，当時の日本人の海外渡航

状況を知る上で重要かつ貴重な資料であると

言える。

「旅券下附伺」の分析により，1906年の長

崎県からの海外移民の70％以上が極東ロシア

への渡航者であったことが分かった。渡航先

を国・地域別にみると，男女の渡航先には一

定の傾向があることが分かった。とくに，女

性が多い傾向にあった極東ロシア，中国，東

南アジアの欧米植民地等の渡航先は，日本人

海外売春婦の分布地域と重なる可能性が考え

られる。このような渡航先と渡航目的の関係

について，関連資料を分析することにより今

後の研究を深めていきたい。

また，極東ロシアへの日本人移民の渡航目

的は「移民」が最大であり，男性は建設労働

や商業関係，女性は「家事手伝」及び「移民」

の家族が多かった。そして，旅券下付申請時

の渡航目的と渡航後の日本人移民の実際の職

業調査結果を比較することにより，現地での

女性の最大の職業であった「貸席」が旅券下

付申請の女性の渡航目的には表れていないと

いう問題が浮かび上がってきた。これは，渡

航後に「貸席」に従事していた女性たちは，

渡航の際，すでに「貸席」目的を有していた

か否かという問題である。渡航時の女性が実

際に「貸席」目的を有していなかった場合，

どのような過程で渡航後に「貸席」に従事す

るに至ったのか，あるいは渡航の際，実際に

はすでに「貸席」目的を有していた場合，な

ぜそれが渡航目的として表れていないのか。

このことは，当時の海外における日本人の

「貸席」という職業の生成過程を考える上で

重要な指標になりうると思われ，今後の課題

としたい。

そして，明治期極東ロシアの日本人移民の

半数近くを占めていた女性，さらにその約半

数を占めていた海外売春婦に注目し，主に極

東ロシア渡航後の日本人移民の定住過程に関

する研究を行っていきたいと考える。

（法政大学人文科学研究科・院生）
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